６番【水口裕子君】　６番、水口裕子でございます。

　2006年第１回議会での質問を通告に従ってさせていただきたいと思います。

　今までのご質疑、ご答弁お伺いしておりました。行財政改革が進んでおります。その中で、障害者や子供、高齢者などのいわゆる弱い立場にある方々、そういう人たちに対する配慮が今まで以上に求められてくるようになるのではないかと思います。そんな視点に立って、私は今回質問させていただきたいと思いますので、どうぞ血の通った答弁をいただきますように、まずもってお願いしておきます。

　まず第１番目に、男女共同参画社会の推進についてお尋ねいたします。

　八十出町政は、男女がともに支え合う社会をつくり上げていくことを、その政策の大きな柱としておられます。昨年度は私が長年訴え続けてきました女性の勧奨退職による年齢差別、それを撤廃していただきました。また、女性の管理職の方も室長として役場で活躍されるようになりました。そうして、その後また女性施策推進室が新設されまして、公募の委員も入れて、男女共同参画推進委員会が審議を始められております。町内に住む男女共同参画社会の実現を望む人々にとって大変期待の持てることとうれしく思っております。

　さて、委員会は内灘町男女共同参画推進行動計画をまず策定することを目指していると聞いています。よその自治体の計画をまねてでも早くすればいいと思ってはいませんが、担当室としてはどのように考えておられるのか、スケジュールをお示しいただきたいと思います。

　また、男女共同参画に関するプランの制定をするに当たっては、理念にとどまらない実効性のあるプランの制定が望まれますが、男女共同参画行動計画制定の目的をどのように考えられておられるか。言い方を変えれば、このプランを基本としてどのようなまちづくりを目指すのかをお聞かせいただきたいと思います。

　今までさまざまな講演会が行われてまいりましたけれども、難しいこと、旧弊を打ち破るようなことは受け入れられないという、そういう不安から実行規制したのではないでしょうか。講師の選定や講演内容もどうも中途半端になっていたように思います。

　今年度は２月に２回のワイワイおしゃべりワールドがあり、３月には安藤和津さんを招いて講演会が予定されています。このようによく練れた啓発活動を初め、アンケート調査などいろいろ努力をしていただいていることに感謝いたします。

　次回は、ぜひホームページに掲載しているこの審議委員会のメンバーである金沢大学法学部の名古教授の講和「なぜ今男女共同社会なのか」のような根幹的視点からのお話を聞く機会も設けていただければと思います。

　そして、ここにいらっしゃる皆様にもぜひ、先ほどからホームページの話が出ておりますが、その町のホームページの男女共同参画推進のそのページを訪れて、ぜひこの名古先生のお話を読んでいただきたいとお願いいたします。

　講和の中でその名古先生が「トップの意識が変わらないとなかなか下には行かない」。先ほど町長のあいさつを伺ったところ、こういう施策を重視していきたいということなので、内灘町でも積極的に進んでいくのではないかと期待しておりますとおっしゃっているように、男女共同、男女平等は八十出町長の公約として町が前向きに目指すべきところとなったのですから、もっと前へ踏み出していくべきだと思うのですが、いかがお考えでしょうか。

　その他プランができるのを待つだけでなく、それと並行して重点的に解決すべき目標を定めて、意欲的に取り組んでいただきたいと思います。

　そのためには、上に立つ方、すなわち町長だけではなく、このひな壇に現在座っていらっしゃる幹部の皆さんの男女共同参画社会実現への意識がとても大切だと思われます。それぞれの部署で改革にぜひ取り組んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。積極果敢な答弁を期待して、この項を終わります。

　２番目にお尋ねいたします。

　12月議会で各種委員会の審議過程をホームページで知らせていただくように申し上げました。積極的な答弁をいただいたと思っておりましたが、行財政改革委員会と今述べました男女共同推進委員会のほかに、新たには第４次総合計画検討委員会、ゆとりの中で未来を開く教育推進会議、学びの風推進協議会、内灘海岸砂丘地活性化検討委員会、そしてきのう新しく発見いたしました暴走族根絶委員会や交通安全推進隊などのホームページはアップされましたが、その他の委員会はどのようになりましたでしょうか。結果だけでなく、その結果に至るまでの情報を公開し、共有することを大切にして、住民参加を進めていくというのが八十出町長の方針でございます。どうぞそれぞれ担当課の皆さん、積極的に以前からある委員会も審議内容などを公開していただくように再度求めたいと思います。

　例えば、保育所民営化検討委員会のお話も先ほど出ておりましたけれども、ホームページに審議内容などをアップされておりましたら、このような今回の質問もまた方向が違ってきたのではないかなと思われます。

　さて、３番目に、４月から施行される障害者自立支援法についてお聞きします。

　この法律は、昨年夏には大きな反対に遭って見送られたのに、９月の衆議院選挙で自民党が３分の２の議席を得て、もう11月にはほとんど議論のないまま成立してしまったもので、その成立過程から見ても大変不安の多いものです。今までは障害者個人の能力に応じて支払う応能負担であったものが、原則１割の応益負担になることで、収入の少ない障害者の人たちは今までどおりサービスが受けられなくなると心配しております。同じ１割負担でも、この法律の対象になる障害者の方は青年時代、壮年時代を健常者として働いてきた介護保険の利用者とはそこが異なっています。

　また、障害者本人だけの収入による負担であったものが、親や兄弟など生計を一にしている者の収入も加算されることになり、親や兄弟に経済的に負担をかけたくない、かけられないという遠慮から、サービスの利用を少なくすることも指摘されています。

　せっかくガイドへルパーを利用しての外出や社会参加の機会もふえたのに、また家に閉じこらざるを得ない障害者がふえるのではないかとも心配しております。うちなだの里のような施設利用の方は、食費や利用料などが必要になり、支払われる給料より高額の負担になるとも聞いています。さまざまな要因を考慮されて、町には血の通った対応をしていただきたく、まず利用料の減免措置についてどのように考えているか、お尋ねします。

　次に、障害者の人たちを介護保険のように程度に応じて区分するために106項目にわたる調査があり、１次判定がされます。その後、医師の意見書などをつけて２次判定をするのですが、医師は障害者とは日常的に接触がなく、余り的確な把握ができないのではないかと言われています。障害者の側から言うと、かかりつけ医というものを持っていないことが多いそうです。そんな状態ですから２次判定をする審査会の審査委員には、当事者である障害者もしくは障害に詳しい方を入れていただく必要があると思いますが、どのようにお考えか、お伺いいたします。

　次に、地域において相談支援事業を適切に実施していくために、市町村は地域自立支援協議会を設置することになっています。判定に対する不服、サービスの低下や利用料の負担などさまざまなトラブルが予想されます。ぜひしっかりした相談支援事業窓口を整備していただきたいと思いますが、どのような対応をお考えか、お聞かせください。

　この項の最後になります。私は２月19日、金沢市であった障害者自立支援法の説明会に参加してまいりました。金沢市だけではなく、県内各地からたくさんの人が集まりました。中でも、ガイドヘルパーとともに来ている視覚障害者や車いすの人など障害当事者の参加が目を引きました。

　内灘町でも職員の出前講座を始められ、各種の障害者当事者の会から申し込みがありまして、説明会、出前講座が何度か開かれました、そうお聞きいたしております。大変結構なことでございます。ただ、申し込みをした団体に所属をしていない障害者は話を聞く機会がないということになります。個人情報の保護のために障害者の会の責任者さえもどこにどういう障害を持った方がいるのかわからないというのが現状だとお聞きしております。

　そこで、町が障害のある方全般に対し説明会を開いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

　障害者のために独立した課がある金沢市とは同じにならない。一人で何役も抱えていらっしゃる皆さんに大変負担とは思いますけれども、やはり障害を持った方々の不安を考えた場合、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。

　さて、この自立支援法については以上にいたしまして、大きな質問の３番目は、障害者の雇用についてです。

　昨年９月議会で河北広域事務組合で４月からオープンするリサイクルプラザに障害者の雇用はできませんかと申し上げました。それに対して、危険を伴うシルバー人材センターへの委託を考えているということで、障害者の雇用はないという答弁でしたが、夷藤議員の再質問もあり、再度検討していただけることになっておりましたが、まずその検討結果をお聞かせいただきたいと思います。

　１月15日の朝日新聞に障害者雇用の雇用率に関する記事が出ておりました。それによりますと、内灘町、それか内灘町教委、どちらも障害者の雇用率はきちんと充足しているということでした。そして、そのほかに各地の広域事務組合についての記事がありましたけれども、そこに河北事務組合の雇用率に関する記事がありませんでした。いろいろな雇用率に関する決まりがあると思いますけれども、そのリサイクルプラザを含む河北広域事務組合の雇用率はどのようになっているか、お聞かせいただきたいと思います。

　ところで、今まで障害者は措置されるもの、保護されるものという認識でした。しかし２月10日、津幡であった講演会で竹中ナミという先生が、障害者はチャレンジドと呼ばれ、神から挑戦という課題あるいはチャンスを与えられた人である。チャレンジドを納税者に育てていける環境を整えていくべきだというふうにお話しされ、感動いたしました。

　先にお聞きしました障害者自立支援法には、障害者の雇用を促進することが盛り込まれています。

　そこでお尋ねします。同じく朝日新聞によれば、先ほども申し上げましたように、役場の職員雇用における障害者の数は規定を満たしておりましたけれども、この町の障害者を納税者となるべくチャレンジドとして育てていくために、規定にとらわれずに雇用の促進を図っていくべきではないかと思うのです。

　現在、町で雇用されていらっしゃる障害を持つ職員さんは20年も新しい雇用がないと聞いています。やはりここは雇用率にこだわらず、奥の障害者に道を開いていただくために町には他の規範として新たな障害者の雇用を検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

　正規職員や嘱託やパートさんなど、今までどおりの職場での雇用を進めるだけでなく、金沢市役所には「友愛」という障害者によるチャレンジド喫茶のようなものがあります。障害者が経営をされています。そのようなチャレンジド喫茶をこの内灘役場の庁舎内にも開業させるとか、町が貸し出ししている施設にチャレンジドを雇用したら町への貸し料、賃貸し料を割り引いてあげるとかいった新たな工夫で雇用も生み出せるかと思いますが、町はどうお考えでしょうか。

　朝日新聞によれば、加賀市では６人だった障害者の雇用が14人に、教育委員会でもゼロから５人にふえた。市長が積極的だったことが大幅な増員につながったとあります。新規採用の厳しい折ではありますけれども、男女共同参画社会推進と同じく、やはり首長の意識が町長の意識が大切と思います。町長の姿勢をお伺いいたします。

　次に、４番目として、町のパート職員に年次有給休暇をということを申し上げたいと思います。現在、町には124名余りのパート職員が働いています。厳しい財源状況の中でパート職員の雇用はやむを得ず、その職務も円滑な事務、事業展開に重要な位置を占めるようになっています。パート職員さんの存在は、なくてはならないものになっているのです。ところが、その仕事の重要性に比べて待遇はよいとは言えません。特に年次有給休暇、いわゆる年休、有給休暇は、ある一定の条件をクリアしていれば、労働基準法に基づいてパートであっても当然取得できる権利なのに、町のパート職員には有給休暇はずっと認められてきませんでした。違法な状態にあったわけで、これは就任以来、先ほども申し上げましたが、職員の待遇改善に取り組んでこられた八十出泰成町長に残された改善すべき点ではないかと思います。

　嘱託職員の５年の雇用期間という壁をなくしていただきました。財源としては、大変厳しいことは承知していますが、今回はパート職員に当たり前の権利である年休、いわゆる有給休暇を認めて、自治体として恥ずかしくない雇用を実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

　正規職員と非正規職員の格差など格差の拡大が問題になっております。格差社会を平然と認める小泉首相とは違い、八十出町長には正規職員にも日の当たる雇用状況をつくっていっていただけるものと期待して、私の質問を終わります。

　ありがとうございました。

○町長【八十出泰成君】　水口議員の一般質問にお答えいたします。

　最初は、男女共同参画に関してであります。

　国では、男女共同参画社会の形成は21世紀の我が国の最重要課題であるとし、平成11年には男女共同参画基本法が制定をされました。当町におきましても、昨年８月に内灘町男女共同推進委員会を発足させ、計画策定に向け、平成18年12月をめどとして審議を重ねているところでございます。

　この基本計画は、国、県の基本計画を踏まえた上で、先月実施いたしました住民アンケート結果から得られた地域の特性を加味したものとして策定したいと考えておるわけであります。

　一方、啓発事業に関しては、17年度は身近な問題から男女共同参画を考えることをメーンテーマといたしましたが、新年度におきましてもそうした観点からの広い意味での啓発事業を行うと同時に、男女共同参画の基本理念にわたるような講演会も計画しているところでございます。

　また、計画策定を待たずに積極的にとのご意見でございますが、町の各種審議会等への女性委員の委嘱など、以前からそうした観点からの配慮にも努めているところでございまして、こうした努力は今後も続けていく所存であります。

　なお、町といたしましては、推進体制の整備を図るため、庁内を横断的にする庁内連絡会を組織し、男女共同参画の視点を持ってさまざまな施策に取り組み、またこれを幹部職員を含む職員の意識改革にもつなげていく所存でありますので、よろしくお願いしたいと思います。

　次に、町職員の障害者雇用率をアップしようとの件であります。

　本町の障害者施策の問題であると同時に、職員の雇用という本町の行政管理上の事柄でありますことから慎重に対処せねばならないと考えているわけであります。

　ご承知のように、地方財政の現状は人件費節減の必要性から明らかに人員削減の方向に進んでおりまして、行政管理の観点からすれば、雇用者数をふやすことは現状ではまことに厳しいものがあるのでございます。しかしながら、障害者施策の観点からいたしますと、障害者に雇用の場を確保することは町の障害者施策の大切な課題でもあるわけでございます。したがいまして、今ほど提案いただきました金沢市の例のように、例えば庁舎６階の展望ラウンジ等におきまして、障害者の方々とボランティアの方々によって金沢市のチャレンジド喫茶のようなものがつくり上げられないかどうかぜひ検討したい、こういうふうに思っているわけであります。

○総務部長【奥村忠男君】　水口議員の審議委員会のホームページのまず公開につきまして、総務部の所管をいたします特別職報酬等審議会につきましては、現在、作業中でございますので、近日中に掲載を予定してございます。

　また、その他の各種審議委員会の審議状況につきましても、遅滞なく情報の発信ができるように努めていますので、よろしくお願いをいたします。

　次に、パート職員の年次有給休暇の件についてお答えをいたします。

　パート職員の年次有給休暇につきましては、任用期間に応じて付与するように改善を進めておりまして、平成18年度から実施できるよう所要の整備を行っているところでございまして、適正な労働条件の確保に努めてまいりたいと思います。

　

○町民福祉部長【夷藤芳夫君】　水口議員の委員会のホームページの公開はということで、この委員会のホームページの公開についてのご質問の中に、私どもが所管しております委員会、その町立保育所民営化検討委員会のホームページが立ち上がっていないというご指摘でございまして、今現在、作業をやっておりますので、今月中には必ず掲載できるというような形になっております。よろしくお願いいたします。

　次に、議員ご質問の障害者自立支援法についてのお答えをいたします。

　障害者自立支援法の利用者負担につきましては、利用したサービスの量や所得に応じた公平な負担とし、さらに制度の安定化及び効率化を求めて国が義務的に負担する仕組みに改め、国の財政責任を明確にして、増大する福祉サービス等の費用をみんなで負担し合える仕組みにいたしたものでございます。

　こうしたことから、国は利用者負担を原則１割負担とするものの、個々の所得に応じた月額負担上限額を設定し、負担が重くならないようにするとともに、加えて一定条件下により負担を軽減する措置も設けられております。

　議員ご質問の件につきましては、法施行により新たな利用者負担が生じますが、本町では、現在のところ、こうした国の示した利用者負担軽減制度に基づきまして運用をしてまいりたいと考えております。

　今後につきましては、町の財政状況や他の福祉施策も勘案しながら、利用者負担軽減策について研究してまいりたいと存じておりますので、ご理解をお願いいたします。

　また、審査会の委員につきましては、「障害者等の保健又は福祉に関する学識経験者を有する者」という法律の規定に基づきまして、介護保険の認定審査委員会と同様、専門的な知識を有する職種の方々や支援施設などの専門職の方々を想定いたしております。また、調査員につきましても、保健師あるいは看護師、ケアマネジャーといった有識者の資格を持っている方を考えております。

　今回の障害者の自立支援法の中には、障害者並びにその保護者から、相談に応じ必要な情報の提供及び助言、関係機関との連絡調整などの相談支援や手話通訳等のコミュニケーション支援など、地域生活支援事業の取り組みが示されるとともに、町の障害者福祉計画の策定もここの中で盛り込まれることになっております。

　内灘町といたしましては、こうした点を踏まえまして、障害のある方が安心して暮らすことのできるよう、議員ご質問のあった地域自立支援協議会の設置も含めまして、関係機関や関係団体と緊密な連絡を図りながら、障害をお持ちの方に対する支援体制づくりに努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　なお、この支援法の説明の方法なんですけれども、連絡があれば１人でもこちらの方から伺うというような体制をとっていきたいなというふうに思っております。

○都市整備部長【中本英夫君】　水口議員の審議会のホームページの公開に関してお答えいたします。

　私どもが所管しております公共事業評価委員会及び総合講演の基本計画策定委員会につきましては、公開が若干おくれていますが、現在、掲載に向けて作業を行っており、３月中には町のホームページに委員会の審議過程等を公開できるものと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
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